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cmを超える木材や樹木、根株等
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Ｑ１ 事務所で発生する不要物はどのように処理すればよいですか。

Ａ１ 法の規定に則り、「産業廃棄物として産業廃棄物処理業者に処理を委託するも
 の」、「事業系一般廃棄物として本市が定めたルールに従い、市に処理を委託ま
 たは一般廃棄物処理業者に処理を委託するもの」および「専ら再生利用の目的
 となる廃棄物（古紙、くず鉄（古銅等を含む）、空きびん類または古繊維）を専
 門に取り扱う再生事業者に再生利用を委託するもの」に分別し、適切な処理を
 行ってください。

Ｑ２ 排出事業者が直接清掃センターへ燃やすごみを持ち込む場合も市が指定
 するごみ袋に入れないといけないですか。

Ａ２ 事業系一般廃棄物に該当する燃やすごみを排出する場合、6 ページに記載の 3 つ
 の方法（直接搬入、委託搬入、地域の集積所）がありますが、どの方法で排出す
 る場合においても、「事業用燃やすごみ指定専用袋」に入れて排出していただく
 必要があります。
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Ｑ１ 事務所で発生する不要物はどのように処理すればよいですか。

Ａ１ 法の規定に則り、「産業廃棄物として産業廃棄物処理業者に処理を委託するも
 の」、「事業系一般廃棄物として本市が定めたルールに従い、市に処理を委託ま
 たは一般廃棄物処理業者に処理を委託するもの」および「専ら再生利用の目的
 となる廃棄物（古紙、くず鉄（古銅等を含む）、空きびん類または古繊維）を専
 門に取り扱う再生事業者に再生利用を委託するもの」に分別し、適切な処理を
 行ってください。

Ｑ２ 排出事業者が直接清掃センターへ燃やすごみを持ち込む場合も市が指定
 するごみ袋に入れないといけないですか。

Ａ２ 事業系一般廃棄物に該当する燃やすごみを排出する場合、6 ページに記載の 3 つ
 の方法（直接搬入、委託搬入、地域の集積所）がありますが、どの方法で排出す
 る場合においても、「事業用燃やすごみ指定専用袋」に入れて排出していただく
 必要があります。

Ｑ３ 事務所等で発生する弁当がらやカップ麺の容器などのプラスチック製容器
 はどのように処分したらよいですか。

Ａ３ 事務所等で発生するプラスチック類は、その事業活動の業種に関係なく全て産業
 廃棄物となります。そのため、弁当がらやカップ麺の容器などのプラスチック製

 容器は、産業廃棄物に当たり「廃プラスチック類」として適切に処理する必要が

 あります。

Ｑ４ 事業所の敷地にごみを不法に投棄された場合は、誰が排出者になりますか。

Ａ４ 私有地に不法投棄されたごみの撤去については、土地の管理者の責任においてお
 願いします。また、本市もしくは滋賀県に通報いただくとともに、その廃棄方法

 等をご相談ください。

Ｑ５ 犬のブリーダー業を営んでいますが、犬のふん尿は一般廃棄物として処理
 することができますか。

Ａ５ ブリーダー業は、日本標準産業分類において「畜産類似業」に該当し、産業廃
 棄物の「動物のふん尿」で指定業種に定められる「畜産農業」に該当します。

 そのため、産業廃棄物として適切に処理していただく必要があることから、

 一般廃棄物として清掃センターで処理することはできません。

 また、ペットショップで排出されるふん尿については、前記の畜産農業に該当

 しないため、一般廃棄物として処理することができます。
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